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金
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発
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告　
示

○
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認
（
三
六
一
・
北
秋
田
地

　

域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
三
六
二
、
三
六
三
・

　

北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
三
六
四
・
秋
田
地
域
振
興
局
建

　

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
療
育
手
帳
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
及
び
プ
リ
ン
タ
の
賃
貸
借
に
係
る
一
般

　

競
争
入
札
の
実
施
（
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
２

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
２

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
警
察
本
部
会
計
課
）
…
…
…
２

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
解
除
（
一

　

二
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変

更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
行
う
者

　
　

鷹
巣
町
農
業
協
同
組
合

二　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

　
　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

三　

変
更
内
容

　
　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
関
係
事
務
に
係
る
処
理
基
準
の
改
正
に
伴

う
農
用
地
等
の
売
渡
し
等
の
相
手
方
に
係
る
要
件
の
変
更
等

四　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
日

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
館
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

大
館
都
市
計
画
下
水
道
事
業　

大
館
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
四　

事
業
地

　

㈠　

収
用
の
部
分

　
　
　

昭
和
六
十
二
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
号
、
平
成
四
年
秋
田
県
告

示
第
四
百
十
九
号
、
平
成
六
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
十
二
号
、
平
成
十

年
秋
田
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号
、
平
成
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
七
十

三
号
な
ら
び
に
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
五
十
四
号
の
事
業
地

に
、
大
館
市
字
観
音
堂
、
有
浦
二
丁
目
、
有
浦
三
丁
目
、
有
浦
四
丁

目
、
有
浦
五
丁
目
、
有
浦
六
丁
目
、
御
成
町
一
丁
目
、
御
成
町
三
丁

目
、
御
成
町
四
丁
目
、
中
道
二
丁
目
、
中
道
三
丁
目
及
び
松
木
字
大
上

を
加
え
、
有
浦
一
丁
目
、
御
成
町
二
丁
目
及
び
字
清
水
堰
添
に
お
い
て

事
業
地
を
変
更
す
る
。

　

㈡　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
館
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

比
内
都
市
計
画
下
水
道
事
業　

大
館
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
元
年
七
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

㈠　

収
用
の
部
分

　
　
　

平
成
元
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号
、
平
成
八
年
秋
田
県
告
示

　
　

第
三
百
七
十
四
号
、
平
成
十
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号
、
平
成

　
　

十
三
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号
な
ら
び
に
平
成
十
七
年
秋
田
県

　
　

告
示
第
五
百
九
十
六
号
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

　

㈡　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

高
岡
追
分
線

Ａ
秋
田
市
金
足
鳰
崎
字
三
十
刈
八
番
二
か
ら
金
足
小
泉
字
三
草
川
谷
地
十
七
番
二
ま

で

五
・
〇
〇
～
一
六
・
〇
〇

〇
・
一
七
〇

Ｂ
秋
田
市
金
足
鳰
崎
字
三
十
刈
三
番
九
地
先
か
ら
金
足
小
泉
字
三
草
川
谷
地
七
番
二

ま
で

一
一
・
〇
〇
～
三
三
・
〇
〇

〇
・
四
一
四

新

高
岡
追
分
線

秋
田
市
金
足
鳰
崎
字
三
十
刈
三
番
九
地
先
か
ら
金
足
小
泉
字
三
草
川
谷
地
七
番
二
ま
で

一
一
・
〇
〇
～
三
三
・
〇
〇

〇
・
四
一
四

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。



２
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二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
日
午
前
九
時

三　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

　

療
育
手
帳
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
及
び
プ
リ
ン
タ
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
次

の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公

告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

㈠　

賃
貸
借
事
業
名

　
　
　

療
育
手
帳
シ
ス
テ
ム
機
器
等
賃
貸
借

　

㈡　

借
入
物
品
名
及
び
数
量

　
　
　

サ
ー
バ
本
体　

一
式

　
　
　

プ
リ
ン
タ　

一
式

　
　
　

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア　

一
式

　

㈢　

借
入
物
品
の
仕
様
等

　
　
　

賃
貸
借
仕
様
書
の
と
お
り

　

㈣　

納
入
期
限

　
　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日
（
金
）

　

㈤　

賃
貸
借
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
木
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

（
火
）
ま
で

　

㈥　

借
入
物
品
の
設
置
場
所

　
　
　

賃
貸
借
仕
様
書
の
と
お
り

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

　

㈡　

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

　

㈠　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
賃
貸
借
仕
様
書
の
交
付

場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

郵
便
番
号
〇
一
〇―

〇
〇
〇
一　

秋
田
市
中
通
二
丁
目
一
番
五
十
一

号

　
　
　

秋
田
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
（
電
話
番
号
〇
一
八―

八
三
一―

二
三

〇
一
）

　

㈡　

入
札
説
明
書
及
び
賃
貸
借
仕
様
書
の
交
付
方
法

　
　
　

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
二
十
一
年

八
月
七
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
水
）
ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付

す
る
。

四　

入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）
午
後
二
時

　
　

秋
田
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
会
議
室

五　

入
札
保
証
金

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

六　

そ
の
他

　

㈠　

入
札
の
方
法

　
　
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ　

ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を

入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

㈡　

入
札
の
無
効

　
　
　

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

㈢　

落
札
者
の
決
定
方
法

　
　
　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

　

㈣　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

㈤　

提
出
書
類
等

　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
賃
貸
借
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す

る
こ
と
。

　

㈥　

そ
の
他

　
　
　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
二
ツ
井
町
富
根
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の

退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
飛
根
字
富
根
百
三
十
八
番
地
一　
　
　

池
端　

重
光

二　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
飛
根
字
清
水
三
十
七
番
地
五　
　
　
　

池
端　

秀
巳

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
市
黒
倉
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の

就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
市
田
沢
湖
神
代
字
下
生
田
百
九
十
三
番
地
一　
　
　
　
　

佐
藤　

通
純

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

Ａ
秋
田
市
金
足
鳰
崎
字
三
十
刈
八
番
二
か
ら
金
足
小
泉
字
三
草
川
谷
地
十
七
番
二
ま

で

五
・
〇
〇
～
一
六
・
〇
〇

〇
・
一
七
〇

Ｂ
秋
田
市
金
足
鳰
崎
字
三
十
刈
三
番
九
地
先
か
ら
金
足
小
泉
字
三
草
川
谷
地
七
番
二

ま
で

一
一
・
〇
〇
～
三
三
・
〇
〇

〇
・
四
一
四

新

高
岡
追
分
線

秋
田
市
金
足
鳰
崎
字
三
十
刈
三
番
九
地
先
か
ら
金
足
小
泉
字
三
草
川
谷
地
七
番
二
ま
で

一
一
・
〇
〇
～
三
三
・
〇
〇

〇
・
四
一
四

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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一　

落
札
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

　
　

汎
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（A

CO
S i-PX

9000/

モ
デ
ルS241

）　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

秋
田
県
警
察
本
部
会
計
課　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
五
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番

一
号

五　

落
札
金
額

　
　

月
額　

四
百
九
十
七
万
六
千
四
百
五
十
四
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

秋
選
管
告
示
第
百
二
十
七
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
解
除
し
た
旨
美
郷
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

指
定
解
除
年
月
日

美
郷
町
総
合
体

育
館
ア
ス
パ
ル
美
郷
町
六
郷
字
作
山
二
百
四

十
二
番
地

平
成
二
十
一
年
七

月
二
十
七
日



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


